
東京地下鉄株式会社

2025年１１月26日

都市高速鉄道第７号線品川～白金高輪間建設事業の

事業概要書及び事前の事業間調整について

１．事業の概要

２．環境影響評価の概要

３．大深度法手続き

４．事業概要書

５．事前の事業間調整手続き

資料２



１．事業の概要＿位置図
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目黒

六本木一丁目

飯田橋

赤羽岩淵

※駅名は仮称

東京メトロ南北線

白金高輪

南北線延伸（品川・白金高輪間）

駅

駅



〇交通政策審議会答申第371号（2021年７月）

（都心部・品川地下鉄構想について）

• 事業主体の選定や費用負担の調整を早急に進め、早期の事業化を図るべき

（東京メトロに求める具体的な協力について）

• 事業主体については、東京メトロのネットワークとの関連性があり、
   運賃水準や乗換利便性等、利用者サービスの観点や整備段階での技術的な観点からも、
東京メトロに対して事業主体としての役割を求めることが適切

１．事業の概要＿計画の策定経緯

交通政策審議会答申

• 交通政策審議会 ・・・ 交通政策に関する重要事項についての調査審議等を行う機関

〇交通政策審議会答申第198号（2016年４月）

（都心部・品川地下鉄構想について）

• 六本木等の都心部とリニア中央新幹線の始発駅となる品川駅や
   国際競争力強化の拠点である同駅周辺地区とのアクセス利便性の向上

鉄道事業法に基づく第一種鉄道事業許可（2022年3月）

• 国土交通大臣より、南北線延伸（品川・白金高輪間）の第一種鉄道事業許可申請について、
2022年3月28日付で許可
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都心部・品川地下鉄構想（品川～白金高輪間）

出典：交通政策審議会「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について（2016年４月）」



②都心部とのリダンダンシー確保

①六本木・赤坂エリアと品川エリアの
アクセス利便性向上

③周辺鉄道路線の混雑緩和

１．事業の概要＿整備効果
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※駅名は仮称



１．事業の概要＿整備効果
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※駅名は仮称

②都心部とのリダンダンシー確保

①六本木・赤坂エリアと品川エリアの
アクセス利便性向上

③周辺鉄道路線の混雑緩和



１．事業の概要＿整備効果

5

※駅名は仮称

②都心部とのリダンダンシー確保

①六本木・赤坂エリアと品川エリアの
アクセス利便性向上

③周辺鉄道路線の混雑緩和



鉄道事業法 東京都環境影響評価条例

大深度法

鉄道事業許可（2022．3）

環境影響評価調査計画書（2022．６）

環境影響評価書（202４．５）

工事施行認可（202４．６）

事業概要書の送付（202５．１１.19）

工事着手（2024.11）

都市計画法

都市計画変更告示（202４．６）

「事前の事業間調整」
公告：2025．11.２0
縦覧：2025．11.２0～2025.12．19

幹事会（202５．１１.26）

大深度地下の使用の認可

都市計画審議会（202４．５）

事前審査、使用の認可の申請の後、
協議会及び幹事会を実施

※長さ7.5km未満の鉄道の建設となるため、
条例に基づいた手続きを実施
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１．事業の概要＿法手続き（抜粋）



２．環境影響評価の概要＿施設・設備概要
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大深度法適用区間

大深度法適用区間

• 南北線延伸事業における環境影響評価は、延長約2.8km（内、トンネル建設区間約2.5km）全域に

対して、大きくは駅部等の開削区間と駅間部のシールド区間に大別して実施しました。

• 大深度法適用区間は、すべてシールド区間に該当します。



２．環境影響評価の概要＿トンネルの工法
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開削トンネル

セグメント

シールドトンネル

• 大深度法適用区間を含む駅間部に採用したシールド工法は、シールドマシンにより掘削後すぐに

掘削壁面にセグメントを組み立てることで、剛性及び遮水性の高いトンネル構造物を順次構築して

いく工法です。



２．環境影響評価の概要＿評価項目の選定
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• 環境影響評価の項目は、対象事業の内容から環境影響要因を抽出し、地域の概況等を考慮し、

「騒音・振動」、「土壌汚染」、「地盤」、「水循環」、「史跡・文化財」及び「廃棄物」の６項目を選定しました。

• これらの項目について、現況調査を実施したうえで、工事の施行中及び工事の完了後に本事業が

周辺環境に及ぼす影響について予測・評価しました。

• 大深度法適用区間に採用するシールドトンネルにおいては、選定６項目のなかでも、「騒音・振動」、

「地盤」、「水循環」が主要です。



２．環境影響評価の概要＿工事完了後（鉄道の走行時）の騒音・振動
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工事完了後（鉄道の走行時）の振動

「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について（勧告）」

予測値 基準値

３２～４１ ７０

単位：dB（デシベル）

• 工事完了後の走行中の騒音について、地上では騒音の影響はありません。

• 工事完了後の走行中の振動について、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について

（勧告）（昭和51年3月12日環大特32号）」より、基準値を下回ります。



２．環境影響評価の概要＿シールド工事施行中及び工事完了後の地盤・水循環への影響
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※「都市高速鉄道第7号線品川～白金高輪間建設事業環境影響評価書（令和6年5月）」より抜粋

• シールド区間は、主に地下水を通しにくい難透水層に位置するため、帯水層中の地下水へ影響を

及ぼさないと予測されます。

• また、シールドトンネルは遮水性の高い構造物であるため、工事施行中及び工事完了後のいずれに

おいてもトンネル内への地下水の湧出はほとんど発生しないと考えられるため、地下水の水位に

与える影響は小さく、地盤沈下はほとんど発生しないと予測されます。



２．環境影響評価の概要＿開削工事施行中の騒音・振動
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工事施行中の振動工事施行中の騒音

「騒音規制法」

予測値 基準値

６８～８４ ８５

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」

予測値 基準値

７１～８０ ８０

「振動規制法」

予測値 基準値

４５～６９ ７５

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」

予測値 基準値

４５～７０ ７０

単位：dB（デシベル）単位：dB（デシベル）

• 「騒音規制法」・「振動規制法」による規制対象には、アスファルト舗装を破砕する作業等が該当し、

工事施行中の騒音・振動の予測結果は、敷地境界上において基準値を下回ります。

• 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」による規制対象には、掘削作業等が該当し、

工事施行中の騒音・振動の予測結果は、敷地境界上において基準値と同等又は下回ります。



２．環境影響評価の概要＿開削工事施行中及び工事完了後の地盤・水循環への影響
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土留め杭

コンクリート

• 開削区間は、一部、地下水を通しやすい帯水層内に位置しますが、帯水層は事業区間の周辺に

広域的に分布していることから、地下水は回り込み流動すると推定されます。

• 工事施行中は、遮水性の高い土留め杭等により地下水の湧出を抑制するとともに、地下水位・

地盤変位等を計測・モニタリングするため、地下水の水位及び流況に与える影響は小さく、地盤

   沈下はほとんど発生しないと予測されます。

• また、遮水性の高いコンクリート等により、工事完了後も地下水の湧出を抑制するため、地下水の

水位及び流況に与える影響は小さく、地盤沈下はほとんど発生しないと予測されます。



26

事業概要書の送付

事業概要書の公告

事業概要書の縦覧開始

2025.１１.19（水） 東京都知事へ送付

2025.１１.２0（木） 官報へ公告

東京地下鉄株式会社７号線建設工事事務所
及び港区役所にて実施

事業概要書の縦覧満了2025.1２.19（金）

•対象事業者

大深度法第４条に定める事業者

•調整の申出

事業の共同化、事業区域の調整その他事業の施行に際し必要な調整

について、縦覧期間内に申し出ることができます。

•申出の方法

申出書（様式は自由）及び事業概要書に準じた事業間調整の実施が

可能となる資料を郵送又は持参にて提出をお願いします。

事業間調整の申出

2025.１１.２0（木）

５．事前の事業間調整手続き（大深度法第１２条）

3．大深度法手続き
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• 計画の概要や概ねの事業区域を記載した事業概要書を公告及び縦覧し、法第４条の対象事業者（道路、河川、鉄道等の公共の

利益となる事業）を対象に、事業の共同化や事業区域の調整等の申出を募集

• 調整の申出があれば事業者と調整

事前の事業間調整

事業概要書の公告・縦覧、事業間調整の実施

現地調査等

・地質調査、物件（井戸）調査

・関係機関との調整

大深度地下の使用の認可の申請

審査等

・認可庁（東京都）による審査

（申請書の公告・縦覧、利害関係人の意見書の提出、関係行政機関の意見の聴取等）

大深度地下の使用の認可（使用権の設定）



４．事業概要書（本文1/３）

１ 事業者の名称：

東京地下鉄株式会社

２ 事業の種類：

第1種鉄道事業

（都市高速鉄道第7号線

品川～白金高輪間建設事業）

３ 事業区域の概要

延長：約１ｋｍ

     土被り：約45m～約53m

東京都港区白金台二丁目

東京都港区白金台三丁目
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４．事業概要書（本文1/３）
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４．事業概要書（本文2/３）
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４ 使用の開始の予定時期及び期間：

大深度地下の公共的使用に関する特別

   措置法第２１条第１項の規定による告示

の日から５の事業に係る施設が３の事業

区域に存続する限り

５ 事業計画の概要

（１）事業名

都市高速鉄道第７号線

品川～白金高輪間建設事業

（２）事業の目的及び内容

（省略）



４．事業概要書（本文3/３）

（３）作業工程

（４）計画位置・区間

東京都港区高輪四丁目

～東京都港区白金二丁目

（５）施設概要

（次項）

６ 事業概要図

（１）平面図

（２）縦断図

（３）横断図
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（5）施設概要

１） 計画延長 ： 約２．８㎞

２） 軌間 ： 1,067㎜

３） 施工基面の幅 ： 待避禁止区間 ・・・ １ｍ800㎜以上

： 待避区間 ・・・ ２ｍ２００㎜以上

４） 主要なレールの種類 ： ６０kg/m

５） 主要なまくら木の材質 ： PC

６） まくら木の標準敷設間隔 ： ５６５㎜（４５本/２５ｍ）

７） 最小曲線半径 ： １６０ｍ

８） 最急勾配 ： 1000分の３５

９） その他主要施設

・駅施設：品川駅（仮称） （地下駅）

４．事業概要書（本文３/３）
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４．事業概要書＿平面図
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４．事業概要書＿縦断図
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４．事業概要書＿横断図
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事業概要書の送付

事業概要書の公告

事業概要書の縦覧開始

2025.１１.19（水） 東京都知事へ送付

2025.１１.２0（木） 官報へ公告

東京地下鉄株式会社７号線建設工事事務所
及び港区役所にて実施

事業概要書の縦覧満了2025.1２.19（金）

•対象事業者

大深度法第４条に定める事業者

•調整の申出

事業の共同化、事業区域の調整その他事業の施行に際し必要な調整

  について、縦覧期間内に申し出ることができます。

•申出の方法

申出書（様式は自由）及び事業概要書に準じた事業間調整の実施が

可能となる資料を郵送又は持参にて提出をお願いします。

事業間調整の申出

2025.１１.２0（木）

５．事前の事業間調整手続き（大深度法第１２条）
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